
人吉市介護施設等支援給付金（物価等高騰対策）人吉市介護施設等支援給付金（物価等高騰対策）

施設規模と支援金額施設・事業所 ※市内にあるサービス抜粋対象区分

・定員19人以下 9万6千円/箇所
・定員20～39人 31万8千円/箇所
・定員40～69人 59万4千円/箇所
・定員70～89人 87万円/箇所
・定員90人以上 109万2千円/箇所

・介護老人福祉施設（地域密着型含む）
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護事業所
・特定施設入居者生活介護事業所（地域密着型含む）
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・短期入所生活介護事業所（空床利用型を除く）
・短期入所療養介護事業所（空床利用型を除く）

①入所系

・定員19人以下 4万8千円/箇所
・定員20～39人 15万6千円/箇所
・定員40～69人 29万4千円/箇所
・定員70～89人 43万2千円/箇所
・定員90人以上 54万6千円/箇所

・有料老人ホーム
・みなし有料老人ホーム
※特定入居者生活介護事業所（地域密着型含む）の介護
事業所の指定を受けているものを除く

②入所系
【有料】

・通常規模型 6万6千円/箇所
※延利用者750人以下/月
・大規模型 13万8千円/箇所
※延利用者751人以上/月
※小規模多機能型居宅介護事業所

・通所介護事業所（地域密着型含む）
・通所リハビリテーション事業所

（通リハ専有区画を有する）
・通所型サービスA事業所（事業所指定）
・小規模多機能型居宅介護事業所

③通所系

・4万8千円/箇所

・訪問介護事業所
・訪問看護事業所（みなし指定除く）
・訪問リハビリテーション事業所（みなし指定除く）
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
・居宅療養管理指導事業所（みなし指定除く）
・福祉用具貸与事業所
・特定福祉用具販売事業所（福祉用具貸与未実施のみ）
・居宅介護支援事業所
・介護予防支援事業所（居宅介護支援未実施のみ）
・訪問型サービスA事業所（事業所指定）

④訪問系

１給付金の目的
現下の物価高により厳しい状況にある介護施設等に対し、緊急かつ実効性のある支援につなげるために光
熱水費、燃料費、食費等の物価等高騰に係る給付金を交付します。

２給付金の申請
○交付対象者 人吉市内に下記「３」に掲げる介護施設等を所管する法人

※申請は法人単位になります。申請の際は法人所管の全ての対象介護施設等分を申請してください。
○申請方法等
・申請書 人吉市ホームページに掲載

https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/fukushi_kaigo/kaigohoken/jigyosho_oshirase/2420073
・受付期間 令和８年５月８日（金）～ 令和８年５月２５日（月）
・申請方法 直接窓口に持参されるか、郵送で申請してください。

※郵送の場合は、送達過程が記録可能な書留等でお願いします。
※給付金受取予定口座が申請法人名義と異なる場合、委任状(押印必須)が必要です。

・提出先等 人吉市高齢者支援課介護保険係（市役所１階６番窓口）
〒８６８－８６０１人吉市西間下町７番地１
電話：０９６６－２２－２１１１（内線１２３２）

３対象施設・事業所及び支援金額


